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【課題】  基板数が少なく、薄くて軽量で、しかも製造
し易いタッチスクリーン式ディスプレイを提供するこ
と。
【解決手段】  a)電場発光ディスプレイと、
b)タッチスクリーンと、
c)該電場発光ディスプレイ及び該タッチスクリーンの双
方の要素として機能する透明シートとを含んで成るタッ
チスクリーンディスプレイ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  a)電場発光ディスプレイと、
b)タッチスクリーンと、
c)該電場発光ディスプレイ及び該タッチスクリーンの双
方の要素として機能する透明シートとを含んで成るタッ
チスクリーンディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、一般にフラットパ
ネルディスプレイに、詳細にはタッチスクリーン付きの
フラットパネルディスプレイに関する。
【０００２】
【従来の技術】現代の電子装置は、小型化と同時に多機
能化が進んでいる。絶えずより多くの性能を電子装置内
に一体化することにより、コストは低下し、そして信頼
性は高くなる。ブラウン管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ及び電場発光ディ
スプレイのような従来のソフトディスプレイとの組み合
わせでタッチスクリーンがよく用いられている。タッチ
スクリーンは、別個独立の装置として製造され、ディス
プレイの観察面に機械的に適合される。
【０００３】図１に従来技術のタッチスクリーン１０を
示す。タッチスクリーン１０は透明基板１２を含む。こ
の基板１２は一般に硬質で、通常はガラスであるが、プ
ラスチックのような可撓性材料が用いられることもあ
る。タッチスクリーン１０の感触要素１４を形成する材
料の各種追加層が基板１２の上に形成される。感触要素
１４は、物体の接触を、当該接触の位置を計算すること
ができるように検出するのに必要なトランスデューサと
回路を含む。タッチスクリーン１０に対する各種信号の
入出力ができるように当該回路にはケーブル１６が取り
付けられている。ケーブル１６は外部コントローラ１８
に接続されている。外部コントローラ１８は、タッチス
クリーン１０への各種信号の適用を統制し、そして、感
触要素の接触に対する応答に基づき、当該接触の（Ｘ，
Ｙ）座標を抽出するために、計算を実行する。
【０００４】上記基本構造を利用する汎用のタッチスク
リーン技術には３種類ある：抵抗型、容量型、及び表面
音波型（ＳＡＷ）。これらの技術に関する詳しい情報に
ついては、Control Solutions Magazineに公表されてい
るScott Smithの「Weighingin on touch technology」
(2000年５月)を参照されたい。
【０００５】抵抗型タッチスクリーンには３つのタイプ
がある：４本線式、５本線式、及び８本線式。これら３
タイプは同様の構造を共有する。図２ａに、抵抗型タッ
チスクリーン１０の上面図を示す。図２ｂに、抵抗型タ
ッチスクリーン１０の側面図を示す。抵抗型タッチスク
リーン１０の感触要素１４は、下部回路層２０と、マト
リックス状のスペーサドット２４を含有する可撓性スペ
ーサ層２２と、可撓性上部回路層２６と、可撓性最上部
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保護層２８とを含む。これらの層はすべて透明である。
下部回路層２０は、回路パターンを形成する、基板１２
の上に堆積された導電性材料を含んで成ることが多い。
【０００６】４本線式、５本線式、及び８本線式のタッ
チスクリーン間の主な相違点は、下部回路層２０及び上
部回路層２６における回路パターンと、抵抗測定器製造
手段とにある。外部コントローラ１８はタッチスクリー
ン回路にケーブル１６を介して接続されている。ケーブ
ル１６の導体は下部回路層２０及び上部回路層２６の内
部の回路に接続されている。外部コントローラ１８はタ
ッチスクリーン回路要素に対する電圧印加を統制的に働
かせる。抵抗型タッチスクリーンを押すと、その押した
物体が、指、針その他の物体に関わらず、最上部保護層
２８、上部回路層２６、及びスペーサ層２２を変形さ
せ、当該接触地点において、下部回路層２０と上部回路
層２６との間に導電通路を形成する。電圧は、回路内の
接触地点において相対抵抗に比例して形成され、そして
ケーブル１６の他端に接続されている外部コントローラ
１８によって測定される。すると、該コントローラ１８
は、当該接触地点の（Ｘ，Ｙ）座標を計算する。抵抗型
タッチスクリーンの作用に関する詳しい情報について
は、「Touch Screen Controller Tips」、ApplicationB
ulletin AB-158, Burr-Brown, Inc. (Tucson, Arizon
a), April 2000, pp. 1-9を参照されたい。
【０００７】図３ａに、容量検出型タッチスクリーン１
０の上面図を示す。図３ｂに、容量検出型タッチスクリ
ーン１０の側面図を示す。感触要素１４は、基板１２の
上に形成された透明金属酸化物層３０を含む。金属接点
３２，３４，３６及び３８が金属酸化物層３０の上のタ
ッチスクリーン１０の角部に配置されている。これらの
金属接点は回路部品３１によりケーブル１６の導体に接
続されている。外部コントローラ１８により金属接点３
２，３４，３６及び３８に電圧を印加して、透明金属酸
化物層３０を介して伝播させ、基板１２の表面全体に均
一な電場を発生させる。指その他の導電性物体がタッチ
スクリーンに触れると、それがスクリーンと容量結合す
ることにより接触点に微量の電流が流れ込む。その際、
各角部の接点からの電流が角部から当該接触点までの距
離に比例する。コントローラ１８が、この電流の比率を
測定し、接触地点の（Ｘ，Ｙ）座標を計算する。Redmay
neの米国特許第5,650,597号（1997年７月22日発行）
に、示差検出法と呼ばれる技法を利用した容量型タッチ
スクリーン技術のバリエーションが記載されている。
【０００８】図４ａに、従来技術の表面音波型（ＳＡ
Ｗ）タッチスクリーン１０の上面図を示す。図４ｂに、
ＳＡＷタッチスクリーン１０の側面図を示す。感触要素
１４は、基板１２の上に形成された音波リフレクタ４８
とアコースティック・トランスデューサ４６の配置を含
む。音波リフレクタ４８は、基板表面に沿って伝達され
る高周波音波を反射することができ、そして適当な波反
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3
射に対して伝導性のあるパターンで配置されている。基
板１２の上には４つのアコースティック・トランスデュ
ーサ４６が形成されており、これを用いて基板表面に音
波を発信し、かつ、これを検出する。基板１２にはケー
ブル１６が結合しており、これにはアコースティック・
トランスデューサ４６を外部コントローラ１８へ接続す
る導体が含まれている。この外部コントローラ１８が信
号をアコースティック・トランスデューサ４６へ送り、
高周波音波を基板１２全体に発信させる。物体がタッチ
スクリーンに触れると、音波場が乱される。この乱れを
トランスデューサ４６が検出し、そしてこの情報を外部
コントローラ１８が利用して接触点の（Ｘ，Ｙ）座標を
計算する。
【０００９】図５に、Littmanらの米国特許第5,688,551
号（1997年11月18日発行）に記載されているタイプの有
機発光ダイオードOLEDフラットパネルディスプレイ４９
のような典型的な従来技術の電場発光型ディスプレイを
示す。当該OLEDディスプレイは、該ディスプレイデバイ
スの機械的支持体となる基板５０を含む。基板５０は、
典型的にはガラスであるが、プラスチックのような他の
材料を使用してもよい。発光要素５２は、導体５４と、
正孔注入層５６と、有機発光体５８と、電子輸送層６０
と、金属カソード層６２とを含む。ケーブル６７を介し
て電源６４により電圧を発光要素５２を差し渡すように
印加すると、基板５０から、又は透明カソード層６２か
ら、光６６が放出される。
【００１０】図５に示したOLED構造は、光が基板５０、
導体５４、及び正孔注入層５６を通して放出されるボト
ム発光型構造として一般に知られている。図６に、Pich
lerの国際公開WO00/17911号（2000年３月30日発行）に
記載されているものと同様のトップ発光型構造として知
られている別のOLED構造を示す。ここでは、基板５０の
上に、導体５４と、正孔注入層５６と、有機発光体５８
と、電子輸送層６０と、金属カソード層６２とを含む発
光要素５２が形成されている。金属カソード層６２の上
に透明なカバーシート５１を配置し、これを基板５０に
対してシールしている。トップ発光型OLED構造の場合、
光は、有機発光体５８により、電子輸送層６０と、金属
カソード層６２と、透明カバーシート５１とを介して放
出される。トップ発光型OLEDでは吸収光又は散乱光が少
なくなるので、デバイス効率が高くなる。さらに、トッ
プ発光型OLEDによると、発光が導体５４によりブロック
されないため、画素充填比が高められる場合が多い。
【００１１】従来、フラットパネルディスプレイにタッ
チスクリーンを使用する場合には、フラットパネルディ
スプレイの発光面上に単にタッチスクリーンを配置し、
そして両者をフレームのような機械的手段により結合さ
せていた。図７に、OLEDフラットパネルディスプレイの
上にボトム発光型タッチスクリーンを搭載した従来技術
の配置を示す。タッチスクリーンとOLEDディスプレイを
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集成した後、２枚の基板１２及び５０をフレーム６８の
中に一緒に配置する。ニュートンリングを防止するた
め、基板１２及び５０の間にスペーサ７０を挿入するこ
とにより狭いエアギャップを付加することがある。当該
基板の厚さ及び材料が画質を劣化させることがある。光
が下部のフラットパネルディスプレイからタッチスクリ
ーン内を通過するとき、屈折率の変化が起こる。光の中
には屈折するもの、透過するもの、そして反射されるも
のがある。このため、ディスプレイの明るさや鮮鋭さが
低下する。
【００１２】図７は、タッチスクリーンをボトム発光型
OLEDに取り付けるための従来法を示すものであるが、同
じ基本法を、タッチスクリーンをトップ発光型OLEDに取
り付ける場合にも採用することができる。この場合、タ
ッチスクリーンの基板１２を透明カバーシート５１（図
示なし）と共にフレーム６８内部に配置する。基板１２
と透明カバーシート５１との間にスペーサ７２を挿入す
ることにより狭いエアギャップを配置してもよい。発光
要素５２により放出された光は、透明カバーシート５
１、基板１２、及び感触材料１４を通過する。
【００１３】Sinらの米国特許第5,982,004号（1999年11
月９日発行）に、フラットパネルディスプレイに有用と
なり得る薄膜トランジスタが記載されており、さらにデ
ィスプレイパネルにタッチセンサーを組み込むことがで
きる旨が記述されている。しかしながら、Sinらは、そ
れを行う方法を提案していない。
【００１４】Umeyaの米国特許第6,028,581号（2000年２
月22日発行）に、液晶ディスプレイとタッチスクリーン
との総厚による視差エラーを縮減するための、基板の同
一面上に集積型タッチスクリーンを具備した液晶ディス
プレイが記載されている。この配置には、現存の画素ア
レイのレイアウトを大幅に変更しなければならないた
め、コスト増を招き、しかも画素充填比が低下するとい
う欠点がある。
【００１５】Ikedaらの米国特許第5,995,172号（1999年
11月30日発行）に、基板のＬＣＤ側に感触層が形成され
ているタブレット集積型ＬＣＤディスプレイ装置が開示
されている。Fujimoriらの米国特許第5,852,487号（199
8年12月22日発行）に、抵抗型タッチスクリーンを有す
る液晶ディスプレイが開示されている。このディスプレ
イは３つの基板を含む。Colganらの米国特許第6,177,91
8号（2001年１月23日発行）に、容量型タッチスクリー
ンとＬＣＤを基板の同一面上に集積させたディスプレイ
装置が記載されている。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】装置が最軽量化され、
余分な材料を除外し、コストを削減し、特殊な機械的搭
載設計を排除し、信頼性を高め、ニュートンリングを防
止し、そして画質の劣化を極力抑える、そのような改良
されたタッチスクリーン付フラットパネル形ディスプレ
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5
イ装置に対するニーズが存在している。
【００１７】
【課題を解決するための手段】上記ニーズは、電場発光
ディスプレイと、タッチスクリーンと、該電場発光ディ
スプレイ及び該タッチスクリーンの双方の要素として機
能する透明シートとを含んで成るタッチスクリーンディ
スプレイを提供する本発明により満たされる。
【００１８】
【発明の実施の形態】図８を参照する。本発明によるタ
ッチスクリーン１００は、基板の片面上に、ボトム発光
型構造として該基板を介して発光させるための電場発光
ディスプレイの発光要素５２を形成させた透明シート１
０２と、該透明シート１０２の反対面上に形成されたタ
ッチスクリーンの感触要素１４とを含む。透明シート１
０２は、ガラスやプラスチックなどの透明材料でできて
おり、かつ、発光要素５２及び感触要素１４の双方を機
械的に支持するに十分な厚さを有する。この改良型ディ
スプレイは、第二の基板を不要とし、画像ディスプレイ
の発光要素５２と感触要素１４との双方を、互いに干渉
し合うことなく、同一基板上に形成させることができ
る。このため、装置コスト、製造コスト、及び装置集積
の複雑さが低減する。後述するように、タッチスクリー
ンディスプレイ１００には、従来の各種タッチスクリー
ン技術を採用することができる。
【００１９】図９を参照する。ボトム発光型構造を採用
した本発明の一態様による抵抗型タッチスクリーンを含
むタッチスクリーンディスプレイ１００を示す。下部回
路層２０及び金属接続５４は、例えば、透明シート１０
２の対向面上にそれぞれの導電層をフォトリソグラフ的
にパターン化することにより形成される。導電層は、例
えば、半透明金属（典型的にはＩＴＯ）を含んで成る。
透明シート１０２の画像ディスプレイ側には、該装置の
金属接続５４の上に正孔注入層（ＨＩＬ）５６が適用さ
れる。次いで、ＨＩＬ層５６の上に有機発光体５８を堆
積する。堆積段階の際、当該有機材料を、シャドーマス
クその他の真空蒸着法により、個別の色についてパター
ン化する。次いで、電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積
し、その後金属カソード層６２を堆積する。透明シート
１０２のタッチスクリーン側には、マトリックス状のス
ペーサドット２４を含有する可撓性スペーサ層２２を、
下部回路層２０の上に配置する。次いで、可撓性上部回
路層２６を該装置のスペーサ層２２の上に取り付ける。
当該スタックは、上部回路層２６の上に積層される可撓
性上部保護層２８によって保護される。タッチスクリー
ン要素１４にケーブル１６を取り付けると、ディスプレ
イ１００のタッチスクリーン部分が完成する。最後に、
発光要素５２にケーブル６７を取り付けて、タッチスク
リーンディスプレイ１００の完成品が得られる。
【００２０】図１０に、ボトム発光型構造を採用した本
発明による容量型タッチスクリーンを具備したタッチス
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クリーンディスプレイ１００を示す。透明シート１０２
の片面（タッチスクリーン面）に透明な金属酸化物層３
０を被覆する。透明シート１０２の反対面には、画像デ
ィスプレイの発光要素５２を形成する。最初に、透明シ
ート１０２の上に金属接続５４を形成する。次に、該装
置の金属接続５４の上に正孔注入層（ＨＩＬ）５６を適
用する。次いで、ＨＩＬ層５６の上に有機発光体５８を
被覆してパターン化する。続いて、電子輸送層（ＥＴ
Ｌ）６０を堆積し、その後金属カソード層６２を堆積す
る。次いで、金属接点３２、３４、３６及び３８を金属
酸化物層３０の角部に配置すると、タッチスクリーン要
素１４が完成する。最後に、発光要素５２にケーブル６
７を取り付け、そしてタッチスクリーン要素１４にケー
ブル１６を取り付けてケーブル１６の導体が金属接点３
２、３４、３６及び３８に接続されると、タッチスクリ
ーンディスプレイ１００の完成品が得られる。
【００２１】図１１に、表面音波型タッチスクリーンを
具備して製造されたボトム発光型タッチスクリーンディ
スプレイ１００を示す。透明シート１０２の片面で、一
連の表面音波リフレクタ４８をエッチングする。次い
で、金属接続５４を形成することにより開始して、透明
シート１０２の反対面上に画像ディスプレイ５２を形成
する。次に、該装置の金属接続５４の上に正孔注入層
（ＨＩＬ）５６を適用する。次いで、ＨＩＬ層５６の上
に有機発光体５８を被覆してパターン化する。続いて、
電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積し、その後金属カソー
ド層６２を堆積すると、発光要素５２が完成する。次い
で、透明シート１０２の上に４つのアコースティック・
トランスデューサ４６を形成することにより、タッチス
クリーン要素１４が完成する。最後に、画像ディスプレ
イの発光要素５２にケーブル６７を取り付け、そしてタ
ッチスクリーンの感触要素１４にケーブル１６を取り付
けると、タッチスクリーンディスプレイ１００の完成品
が得られる。
【００２２】図１２に、電場発光型ディスプレイ用のト
ップ発光型構造を採用した本発明の基本構造を示す。タ
ッチスクリーンディスプレイ１００は、片面上に形成さ
れた電場発光型ディスプレイの発光要素５２を有する基
板１０４と、片面上に形成されたタッチスクリーンの感
触要素を有する透明シート１０２とを含む。この構造で
は、発光要素５２からの光は透明シート１０２を通過す
る。透明シート１０２は基板１０４に対しこれら二つの
材料の辺に沿ってシールされ、透明シート１０２の片面
がタッチスクリーンディスプレイ１００の内部に含まれ
ることにより、トップ発光型構造を形成する。タッチス
クリーンの感触要素１４は透明シート１０２の反対面上
に形成される。透明シート１０２は、ガラスやプラスチ
ックなどの透明材料でできており、かつ、感触要素１４
を機械的に支持するに十分な厚さを有する。従来のタッ
チスクリーンは、感触要素１４と基板用の透明材料とか
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7
らなる。本態様では、タッチスクリーンディスプレイ１
００の透明シート１０２の上に感触材料１４を形成させ
ることができるので、当該組合せ構造のための材料層を
追加する必要性がなくなる。このため、装置コスト、製
造コスト、及び装置集積の複雑さが低減する。後述する
ように、ディスプレイ１００には、従来技術の各種タッ
チスクリーン技術を採用することができる。
【００２３】図１３に、トップ発光型構造を採用した本
発明の一態様による抵抗型タッチスクリーンを含むタッ
チスクリーンディスプレイ１００を示す。例えば、基板
１０４の片面上にそれぞれの導電層をフォトリソグラフ
的にパターン化することにより、金属接続５４を形成す
る。該装置の金属接続５４の上に正孔注入層（ＨＩＬ）
５６を適用する。次いで、ＨＩＬ層５６の上に有機発光
体５８を堆積する。堆積段階の際、当該有機材料を、シ
ャドーマスクその他の真空蒸着法により、個別の色につ
いてパターン化する。次いで、電子輸送層（ＥＴＬ）６
０を堆積し、その後半透明又は透明な金属カソード層６
２を堆積する。次いで、透明シート１０２を基板１０４
に対してシールする。透明シート１０２の当該面上に下
部回路層２０を形成する。次いで、マトリックス状のス
ペーサドット２４を含有する可撓性スペーサ層２２を、
下部回路層２０の上に配置する。次いで、可撓性上部回
路層２６を該装置のスペーサ層２２の上に取り付ける。
当該スタックは、上部回路層２６の上に積層される可撓
性上部保護層２８によって保護される。タッチスクリー
ン要素１４にケーブル１６を取り付けると、タッチスク
リーンディスプレイ１００のタッチスクリーン部分が完
成する。最後に、発光要素５２にケーブル６７を取り付
けて、タッチスクリーンディスプレイ１００の完成品が
得られる。集積タッチスクリーン電場発光ディスプレイ
装置を製造するこの方法は、一逐次製造プロセスを利用
することから、全体の時間及び材料フローの問題が削減
され、しかも発光要素を可能な限り迅速に封入できるこ
とから、歩留まりが向上する。
【００２４】別法として、感触要素を封入前に透明シー
ト１０２上に配置する第二の方法で図１３のタッチスク
リーンディスプレイを製造することができる。このよう
な方法では、金属接続５４を、例えば、基板１０４の片
面上にそれぞれの導電層をフォトリソグラフ的にパター
ン化することにより形成する。該装置の金属接続５４の
上に正孔注入層（ＨＩＬ）５６を適用する。次いで、Ｈ
ＩＬ層５６の上に有機発光体５８を堆積する。堆積段階
の際、当該有機材料を、シャドーマスクその他の真空蒸
着法により、個別の色についてパターン化する。次い
で、電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積し、その後半透明
又は透明な金属カソード層６２を堆積する。別の場所に
おいて、典型的には上記製造工程の前に、又はこれと同
時に、透明シート１０２の片面上に感触要素１４を形成
する。最初に、透明シート１０２の当該面上に下部回路
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層２０を形成する。次いで、マトリックス状のスペーサ
ドット２４を含有する可撓性スペーサ層２２を、下部回
路層２０の上に配置する。次いで、可撓性上部回路層２
６を該装置のスペーサ層２２の上に取り付ける。当該ス
タックは、上部回路層２６の上に積層される可撓性上部
保護層２８によって保護される。
【００２５】この時点で、基板１０４と、透明シート１
０２と、これらに取り付けられた材料とを共通の位置に
もってくる。透明シート１０２を基板１０４に対してシ
ールするに際し、発光要素５２を基板１０４と透明シー
ト１０２との間に配置する一方、感触要素１４付きの面
を基板１０４とは反対側に向けて配置する。ここで、タ
ッチスクリーンディスプレイ１００を封入する。次い
で、感触要素１４にケーブル１６を取り付けて、タッチ
スクリーンディスプレイ１００のタッチスクリーン部分
を完成させる。最後に、発光要素５２にケーブル６７を
取り付けると、タッチスクリーンディスプレイ１００の
完成品が得られる。集積型タッチスクリーン電場発光デ
ィスプレイ装置を製造するためのこの方法は、感触要素
１４の製造と発光要素５２の製造とを分離している。各
構造体を別々に検査できるので、欠陥構造体を封入前に
廃棄することができる。これにより、欠陥構造体一つに
つき双方の構造体を廃棄する必要がないので、全体とし
て歩留まりが向上する。
【００２６】図１４に、トップ発光構造を採用した本発
明による容量型タッチスクリーンを具備したタッチスク
リーンディスプレイ１００を示す。製造方法の一つによ
ると、画像ディスプレイの発光要素５２を基板１０４の
片面上に形成する。最初に、基板１０４の上に金属接続
５４を形成する。次いで、該装置の金属接続５４の上に
正孔注入層（ＨＩＬ）５６を適用する。次いで、ＨＩＬ
層５６の上に有機発光体５８を被覆してパターン化す
る。次いで、電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積し、その
後半透明又は透明な金属カソード層６２を堆積する。そ
の後、透明シート１０２を基板１０４に対してシールし
て、該ディスプレイを封入する。次に、上部透明材料の
上に透明金属酸化物層３０を被覆する。次いで、金属接
点３４、３８を金属酸化物層の角部に配置することによ
り、感触要素１４を完成する。最後に、発光要素５２に
ケーブル６７を取り付け、さらに感触要素１４にケーブ
ル１６を取り付けてその導体を金属接点３４、３８に接
続することにより、タッチスクリーンディスプレイ１０
０の完成品が得られる。
【００２７】別法として、図１４のタッチスクリーンデ
ィスプレイを、感触要素を封入前に透明シート１０２の
上に配置する第二の方法で製造することができる。この
ような方法では、金属接続５４を基板１０４の片面上に
形成する。次いで、該装置の金属接続５４の上に正孔注
入層（ＨＩＬ）５６を適用する。次いで、ＨＩＬ層５６
の上に有機発光体５８を被覆してパターン化する。続い
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9
て、電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積し、その後半透明
又は透明な金属カソード層６２を堆積する。別の場所に
おいて、典型的には上記製造工程の前に、又はこれと同
時に、透明シート１０２の片面上に感触要素１４を形成
する。最初に、上部透明材料の上に透明金属酸化物層３
０を被覆する。次いで、金属接点３４、３８を金属酸化
物層３０の角部に配置することにより、感触要素１４を
完成する。
【００２８】この時点で、基板１０４と、透明シート１
０２と、これらに取り付けられた材料とを共通の位置に
もってくる。透明シート１０２を基板１０４に対してシ
ールするに際し、発光要素５２を基板１０４と透明シー
ト１０２との間に配置する一方、感触要素１４付きの面
を基板１０４とは反対側に向けて配置する。ここで、タ
ッチスクリーンディスプレイ１００を封入する。次い
で、透明シート１０２を基板１０４に対してシールし
て、タッチスクリーンディスプレイを封入する。最後
に、発光要素５２にケーブル６７を取り付け、さらに感
触要素１４にケーブル１６を取り付けてその導体を金属
接点３４、３８に接続することにより、タッチスクリー
ンディスプレイ１００の完成品が得られる。
【００２９】図１５に、表面音波型タッチスクリーンを
具備したトップ発光型ディスプレイ１００を示す。製造
方法の一つによると、金属接続５４を形成することによ
り開始して、基板１０４の反対面上に画像ディスプレイ
５２を形成する。次に、該装置の金属接続５４の上に正
孔注入層（ＨＩＬ）５６を適用する。次いで、ＨＩＬ層
５６の上に有機発光体５８を被覆してパターン化する。
続いて、電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積し、その後半
透明又は透明な金属カソード層６２を堆積すると、発光
要素５２が完成する。半透明又は透明な金属カソード層
６２を堆積させた後、透明シート１０２を基板１０４に
対してシールして、タッチスクリーンディスプレイを封
止する。次に、一連の表面音波リフレクタ４８を、透明
シート１０２の露出面においてエッチングする。次い
で、透明シート１０２の上に４つのアコースティック・
トランスデューサ４６を形成することにより、感触要素
１４を完成させる。最後に、画像ディスプレイの発光要
素５２にケーブル６７を取り付け、さらにタッチスクリ
ーンの感触要素１４にケーブル１６を取り付けると、タ
ッチスクリーンディスプレイ１００の完成品が得られ
る。
【００３０】別法として、図１５の有機エレクトロルミ
ネセント式ディスプレイを、感触要素を封入前に透明シ
ート１０２の上に配置する第二の方法で製造することが
できる。このような方法では、金属接続５４を形成する
ことにより開始して、基板１０４の反対面上に画像ディ
スプレイ５２を形成する。次いで、該装置の金属接続５
４の上に正孔注入層（ＨＩＬ）５６を適用する。次い
で、ＨＩＬ層５６の上に有機発光体５８を被覆してパタ*
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*ーン化する。続いて、電子輸送層（ＥＴＬ）６０を堆積
し、その後半透明又は透明な金属カソード層６２を堆積
することにより、発光要素５２を完成する。どこか別の
所で、典型的には上記製造工程の前に、透明シート１０
２の片面で一連の表面音波リフレクタ４８をエッチング
する。次いで、透明シート１０２の上に４つのアコース
ティック・トランスデューサ４６を形成することにより
感触要素１４を完成させる。半透明又は透明な金属カソ
ード層６２を堆積させた後、透明シート１０２を基板１
０４に対してシールし、タッチスクリーンディスプレイ
を封入する。透明シートの感触要素を含む面を基板１０
４とは反対側に向けて配置することに留意されたい。最
後に、該ディスプレイの発光要素５２にケーブル６７を
取り付け、さらに該タッチスクリーンの感触要素１４に
ケーブル１６を取り付けると、タッチスクリーンディス
プレイ１００の完成品が得られる。
【００３１】本発明を、その特定の好ましい実施態様を
参照しながら詳説したが、本発明の概念に包含される変
更やバリエーションが可能であることを理解されたい。
例えば、Forrestらの米国特許第5,703,436号（1997年12
月30日発行）に、トップ発光機構とボトム発光機構の両
方により同時発光が可能なOLEDが記載されている。この
ようなディスプレイは、本明細書に記載した方法を使用
し、OLED装置のいずれか一方の面に、又は両面に、タッ
チスクリーンの感触要素を形成することにより、本発明
を利用することができる。このような集積タッチスクリ
ーンOLED装置は本発明の範囲に包含される。さらに、Bu
lovicらの米国特許第5,834,893号（1998年11月10日発
行）には、金属カソードを基板上に形成し、かつ、アノ
ードを有機発光材料の上に形成した、逆配置型OLED装置
が記載されている。このようなOLED装置は、本明細書に
記載した方法を使用し、OLED装置のいずれか一方の面上
にタッチスクリーンの感触要素を形成することにより、
本発明を利用することができる。このような集積タッチ
スクリーンOLED装置は本発明の範囲に包含される。
【００３２】
【発明の効果】本発明によるディスプレイは、基板数が
最も少なく、よって薄くて軽量で、しかも製造し易いデ
ィスプレイとなる点で有利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術のタッチスクリーンの基本構造を示す
略図である。
【図２】従来技術の抵抗型タッチスクリーンの構造を示
す略図である。
【図３】従来技術の容量型タッチスクリーンの構造を示
す略図である。
【図４】従来技術の表面音波型タッチスクリーンの構造
を示す略図である。
【図５】従来技術のボトム発光型有機電場発光ディスプ
レイの構造を示す略図である。
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【図６】従来技術のトップ発光型有機電場発光ディスプ
レイの構造を示す略図である。
【図７】従来技術で行われているようにフラットパネル
形電場発光ディスプレイにタッチスクリーンを組み合わ
せたものを示す略図である。
【図８】本発明によるタッチスクリーンを具備したボト
ム発光型電場発光ディスプレイの基本構造を示す略図で
ある。
【図９】ボトム発光型構造を採用した抵抗型タッチスク
リーンを含む本発明の実施態様を示す略図である。
【図１０】ボトム発光型構造を採用した容量型タッチス
クリーンを含む本発明の実施態様を示す略図である。
【図１１】ボトム発光型構造を採用した表面音波型タッ
チスクリーンを含む本発明の実施態様を示す略図であ
る。
【図１２】本発明によるタッチスクリーンを具備したト
ップ発光型電場発光ディスプレイの基本構造を示す略図
である。
【図１３】トップ発光型構造を採用した抵抗型タッチス
クリーンを含む本発明の実施態様を示す略図である。
【図１４】トップ発光型構造を採用した容量型タッチス
クリーンを含む本発明の実施態様を示す略図である。
【図１５】トップ発光型構造を採用した表面音波型タッ
チスクリーンを含む本発明の実施態様を示す略図であ
る。
【符号の説明】
１０…タッチスクリーン
１２…基板
１４…感触要素 *
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*１６…ケーブル
１８…コントローラ
２０…下部回路層
２２…可撓性スペーサ層
２４…スペーサドット
２６…可撓性上部回路層
２８…可撓性上部保護層
３０…金属酸化物層
３１…回路部品
３２、３４、３６、３８…金属接点
４６…アコースティック・トランスデューサ
４８…表面音波リフレクタ
４９…OLEDフラットパネル形ディスプレイ
５０…基板
５１…カバーシート
５２…発光要素
５４…導体
５６…正孔注入層
５８…有機発光体
６０…電子輸送層
６２…カソード層
６４…電源
６６…光
６７…ケーブル
６８…フレーム
７２…スペーサ
１００…タッチスクリーンディスプレイ
１０２…透明シート
１０４…基板

【図１】 【図５】

【図８】
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